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建設業の労務管理等について

愛知労働局労働基準部監督課



１ 労働時間の管理について

２ 振替休日・代休について

３ その他、労働基準監督署が実際に違反指摘・指導したケース

４ 働き方改革への支援



〈労務管理〉労働時間の管理について

3

〇労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。

〇労働者を必ずしも現実に活動させていなくても、使用者の指揮命令下にある時間であれば労働時間

に該当する。

労働時間の考え方について
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〇移動時間

移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由

な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しない。

※労働時間に該当する事例

①土場に集合して資材の積み込みを行った後に現場に移動するとき

②現場から土場に戻った後に資材の積み下ろしなどの作業を行う場合

〇着替え時間、朝礼等の時間

※労働時間に該当する事例

①着用を義務付けられた所定の作業服への着替え

②作業開始前の朝礼

③作業開始前の準備体操

④作業終了後の片付け

建設業の労働時間で問題になりやすいケース
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〇安全教育などの時間

※労働時間に該当する事例

①新規入場者教育の時間

②KYミーティングの時間

③技能講習の受講時間

〇いわゆる「手待時間」

使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されて

いない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）は、労働時間に当たる。

建設業の労働時間で問題になりやすいケース
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〇12時から15時の間に熱中症対策のために作業を中止すると決めたケース

（労働時間となる例）

 天候の変化などによってWBGT値の低下があったときには、直ちに作業を再開できるように労働者を待機させて

いる場合

（労働時間にならない例）

昼休みなどの休み時間と同程度に労働者が自由に利用することができ、WBGT値が下がったとしても、あらかじ

め定められた休憩時間中は作業を再開する趣旨のものではなく、使用者から作業に復帰するよう指示を受けること

はなく労働から完全に解放され、労働者が権利として労働から離れることを保障されている場合

※作業を中止することとした時間を休憩時間と取り扱う場合には、労働者の１日の拘束時間が長時間に及ぶことの

ないよう留意することが望ましい。

熱中症対策のために作業を中断する時間
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〇出勤簿に名前を書くまたはマル、バツを書くだけで、始業・終業時刻が把握されておらず、労働時間の管理

が全く行われていないケース

〇現場に移動する前に、土場に集合して資材の積み込み作業をさせているのに、積み込みの時間や移動時間を

労働時間とせず、現場に到着してからの現場作業の開始時刻を始業時刻としているケース

労働基準監督署が実際に違反指摘・指導したケース



１ 労働時間の管理について

２ 振替休日・代休について

３ その他労働基準監督署が実際に違反指摘・指導したケース

４ 働き方改革への支援
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振替休日・代休における留意点について

振替休日 代休

振替休日と代休の
相違点

事前に休日を他の勤務日と振り替えること。
休日労働や長時間労働の代償として、事後に他

の労働日を休日に指定すること。

時間外・休日労働
割増賃金

振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支
払えばよく、振替休日とした日の賃金を支払う必要はない。
振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超え

て労働させた時間については割増賃金の支払いが必要となる。

休日労働の代償として代休を取得した場合でも、
休日労働を行わせたことに変化はなく、割増賃金
の支払いが必要となる。

一般的な振替休日

日 月 火 水 木 金 土 合計時間

休 ８ｈ ８ｈ 休 ８ｈ ８ｈ ８ｈ 40ｈ

※休日の振替をしても、週の労働時間は40時間であり、時間外労働は発生しない。

※同一週内で土曜日の休日を水曜日に振り替えるケース
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振替休日を取得しても時間外労働となるケース

振替前

１週目

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 １週目の
労働時間日 月 火 水 木 金 土

休 8ｈ 8ｈ 8ｈ 8ｈ 8ｈ 休 40ｈ

２週目

８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 ２週目の
労働時間日 月 火 水 木 金 土

休 8ｈ 8ｈ 8ｈ 8ｈ 8ｈ 休 40ｈ

※土曜日の休日を翌週の水曜日の出勤と振り替えるケース

※振替の結果、１週目の労働時間は48時間となり、週40時間を超える労働となっている。

週40時間超の労働時間は時間外労働扱いとなり、割増賃金（×0.25の部分）の支払義務が発生する。

※振替が賃金計算期間をまたぐ場合でも、割増賃金は、毎月清算する必要がある。

振替後

１週目

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 １週目の
労働時間日 月 火 水 木 金 土

休 8ｈ 8ｈ 8ｈ 8ｈ 8ｈ ８ｈ 48ｈ

２週目

８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 ２週目の
労働時間日 月 火 水 木 金 土

休 8ｈ 8ｈ 休 8ｈ 8ｈ 休 32ｈ
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〇退職に伴い年次有給休暇の取得を申請したが、申請日に対する賃金が支払われなかったケース

※時季変更権を行使できる他の出勤予定日がない場合は、時季変更をすることはできないため、申請日に

対する賃金を支払わなければならない。

〇割増賃金の算定基礎に、職能手当を算入していなかったケース

※割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われた賃金

※名称ではなく、実態で判断
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〇固定残業代に相当する時間外労働時間を超える時間を時間外労働として扱わなかったケース

※固定残業代を支払っていたが、実際には固定残業代に相当する労働時間を超えて時間外労働させていたのに、

割増賃金を支払っていなかったもの

〇週40時間を超えた労働時間を時間外労働時間数として取り扱っていないケース

※所定休日に労働させたことで、週40時間を超える労働となったのに、日給を支払うだけで、割増賃金を支払

わなかったもの

日 月 火 水 木 金 土 合計時間

休 ８ｈ ８ｈ ８ｈ ８ｈ ８ｈ ８ｈ
48ｈ（40ｈ＋８ｈ）

（土曜日の８ｈは時間外労働）

40ｈ
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〇働き方改革推
進支援助成金に
は、その他にも
「労働時間短
縮・年休促進支
援コース」、
「勤務間イン
ターバル導入
コース」等の種
類があります。

〇具体的な申請
手続等について
は、愛知労働局
雇用環境・均等
部にお問い合わ
せください。
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